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新海面処分場埋立地及び
中央防波堤外側埋立地
（その１地区）への建設発
生土受入要領

中防内側受入基地への建
設発生土受入要領

東京都建設発生土再利用セ
ンター利用要領

青梅建設発生土再利用事業
所利用要領

UCR受入地利用案内
平成２２年度版

平成２２年度
建設発生土受入手続

川崎市中継ヤード建設発
生土に係る検定試験実施
要領

浮島指定処分地建設発土
に係る検定試験実施要領

浮島指定処分地建設発土
に係る検定試験実施要領

以下のいずれかに該当す
る工事
①　１件工事（１発生地）で

５００m3以上の建設発生
土が発生する工事

検定土のみ（２２年度より
未検定土については受入
不可）

ダイオキシン類
以外

５，０００ｍ3ごとに１カ所 面積２，５００㎡ごとに１カ所

ダイオキシン類
利用案内記載の物理試験に準ずる １００ｍメッシュごとに１カ所

延長が長く幅員が狭い場合、事
前協議

採取場所

深さは１０～３０㎝程度
搬出先により、５カ所採取し、混合
し、１試料とする５地点混合法（揮発
性有機化合物を除く）
試験実施前に工事平面図・標準断
面図・土質柱状図を用意し、試験項
目及び頻度について、UCRと事前協
議し決定

地表面より５０㎝前後
ダイオキシン類は地表面より１５
㎝以内（詳細はダイオキシン類
土壌調査測定マニュアル参照）
トンネル工事等の場合は、断面
内又はその付近
堀削深度が５ｍ以上の場合は５
ｍごとに１カ所

搬出土量が１０，０００ｍ3以上の
場合は、事前協議

堀削断面が１ｍ未満の場
合は表層より１カ所
堀削断面が１ｍを超えるも
のは、表層及び表層から
１ｍの２カ所
その２カ所が基準を満た
せば、堀削断面が２ｍを
超えるものでも、深度方向
のそれ以上の採取を省略
可能
ダイオキシン類は、底質
表面から１０㎝程度を３回
以上採取し、混合

採取者 指定なし 第三者機関（３カ月以内に実施）

採取写真 必要（撮影方法等指定あり） 不要

地質分析は約２週間
ダイオキシン類は約１カ月
土質試験は約２週間

地質分析は約２週間
ダイオキシン類は約１カ月

２㎏程度 ２㎏程度

一部地域のみ
採取日より６カ月間

申込前３カ月以内に実施

再利用センター
ＴＥＬ　０３－３５２０－０９８２
中央防波堤内側埋立地内

青梅再利用事業所
ＴＥＬ０４２８－２５－８４６１

搬出場所により土質試験あり

【土砂検定要領　一覧表（建設発生土）】

１００ｍメッシュごとに１カ
所
１０，０００㎡以上の工事は
１０，０００㎡増すごとに１
カ所追加分析

３６項目
ダイオキシン類は含有のみ

指定なし（申込前３カ月以内に実施）

④　その他、東京都新都市建設公社が必要と認めた工事

土量に係わらず

⑥　その他、東京都港湾局が必要と認めるもの

１，０００ｍ3以上発生

１，０００ｍ3未満の場合でも、河
川、工場用地、工場跡地及び研
究所等より発生する場合は試験
を実施する

３７項目

④　その他、東京都新都市建設公社が必要と認めた工事

川崎市 建設局
技術監理課
ＴＥＬ０４４－２００－２７９１

①　１，０００ｍ3以上の全
ての工事で２，５００㎡以
上場合は全項目

②　１，０００ｍ3未満の工
事で、
河川、建築物跡地、工場
用地、工場跡地等からの
発生土は全項目
臨海部の場合は土量に係
らず砒素は必須
③　２，５００㎡以上で１，０

００ｍ3未満の場合はダイ
オキシン類のみ

川崎市　港湾局
ＴＥＬ　０４４－２００－３０５８

土量に係わらず河川、建築物跡地、工場
用地、工場跡地等からの
発生土
①　２，５００㎡以上で１，０

００ｍ3以上の場合は全項
目
②　２，５００㎡未満で１，０

００ｍ3以上の場合はダイ
オキシン類以外
③　２，５００㎡以上で１，０

００ｍ3未満の場合はダイ
オキシン類のみ
臨海部の場合は土量に係
らず砒素は必須

一般項目：５０ｍメッシュに１カ所を目安

なお、２，０００ｍ3以上の工事は２，０００ｍ3ごとに１カ
所ずつ追加採取

５０ｍメッシュに１カ所を目安
以下、面積が２，５００㎡増すごとに１カ所追加

地表面より５０㎝前後
ダイオキシン類は地表面より５㎝前後
シールド工事の場合は断面内又はその前後
堀削断面が大きい場合は市の指示に従う

不要

横浜港埠頭公社
建設発生土受入事務所
ＴＥＬ　０４５－６８１－０５００

搬出先により異なる
弊社までお問合せください

３６項目（ダイオキシン類は、土壌含有のみ

㈱建設資源広域利用センター
首都圏課
ＴＥＬ　０３－６４２７－３３６６
海上移送課
ＴＥＬ　０３－６４２７－３３８８
総務課
ＴＥＬ　０３－６４２７－３３０１

指定なし

不要

地質分析は約２週間
ダイオキシン類は約１カ月

２㎏程度

財団法人東京都新都市建設公社下水道部再資源利用課
ＴＥＬ　０４２－６４８－９３８５

有害物質試験・ダイオキシン類試験
①　ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設の敷地及
び跡地での工事

②　環境確保条例の工場・指定作業所で施工するもの

③　河川・港湾・湖沼から発生する水底土砂を搬入する工事

有害物質試験

①　１件工事で、５００ｍ3以上の建設発生土を搬入する工事

②　河川敷（跡地）での工事　

備考

１年間

申込受付：
東京港埠頭株式会社　技術部計画調整課
ＴＥＬ　０３－３５９９－７３８３

受入管理：
建設発生土管理事務所（有明事業係）
ＴＥＬ　０３－３５２９－０２８１

分析項目数

受入窓口

試験の有効期限

③　ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定
施設の敷地及び跡地内で施工するもの

④　河川（敷）で施工するもの（旧河川（敷）を含む）

⑤　建設発生土の発生する工事場所がトンネル等で
あるもの

５０ｍメッシュかつ搬出土量２，５００ｍ3ごとに１カ所
トンネル工事、道路工事及び管路工事等は延長３００
ｍ間隔ごとに１カ所

地山の地表面（上層最上面）より５０㎝前後
ダイオキシン類については地山の地表面（上層最上
面）より５㎝前後
トンネル工事等地中内の掘削工事の場合は、断面内
又はその付近
採取カ所数及び採取地点は事前に東京港埠頭株式
会社へ相談し決定

指定なし

不要

地質分析は約２週間
ダイオキシン類は約１カ月

２㎏程度

分析納期

分析に必要な土量

４５項目 （３８），（４１）～（４５）の項
目については検定方法が
２通りあり

分析に基づく要項

分析試検体
数判定基準

分析の有無判断基準

分析試料採
取条件

②　環境確保条例の工場・指定作業所で施工するも
の

③　トンネル・シールド工事

面積２，０００㎡ごとに１カ所
トンネルや管路等の工事は延長３００ｍごとに１カ所
④については、東京都新都市建設公社からの指示

地表面（土層上面）より５０㎝前後
ダイオキシン類については地表面（土層上面）より５㎝前後
トンネル工事等地中内の堀削工事の場合は、断面内又は
その付近

１００ｍメッシュごとに１カ所

３７項目
ダイオキシン類は含有+溶
出

地質分析は約２週間
ダイオキシン類は約１カ月

２㎏程度

申込前３カ月以内に実施



千葉県 埼玉県 栃木県 茨城県

千葉県土砂等の埋立て等
による土壌の汚染及び災
害の発生の防止に関する
条例

埼玉県土砂の排出、たい
積等の規制に関する条例

栃木県土砂等の埋立て等
による土壌の汚染及び災
害の発生の防止に関する
条例

茨城県土砂等による土地
の埋立て等の規制に関す
る条例

ダイオキシン類
以外

５，０００ｍ3ごとに１カ所 ５，０００ｍ3ごとに１カ所 ３，０００ｍ3ごとに１カ所

ダイオキシン類

採取場所

５地点混合
５カ所採取し、混合し、１
試料とする

５地点混合
５カ所採取し、混合し、１
試料とする
表層（地表から５㎝）の土
壌と５～５０㎝までの深さ
の土壌を採取し、２種類の
深さの土壌が均等になる
よう混合し、１試料とする
表層から５０㎝までの土壌
を均等に採取する方法も
可

５地点混合
５カ所採取し、混合し、１
試料とする

５地点混合
５カ所採取し、混合し、１
試料とする

採取者 指定なし 指定なし 指定なし

採取写真 必要 必要 必要

地質分析は約２週間 地質分析は約２週間
ダイオキシン類は約１カ月

地質分析は約２週間 地質分析は約２週間

１㎏程度 ２㎏程度 １㎏程度 １㎏程度

３，０００ｍ3未満の場合も
市町村の条例による手続
きが必要な場合あり備考

分析項目数

分析納期

分析に必要な土量

試験の有効期限

受入窓口

分析試検体
数判定基準

分析試料採
取条件

２８項目 ２８項目 ２８項目

分析の有無判断基準

【土砂検定要領　一覧表（建設発生土）】

土量に係わらず
下記の自治体ついては、
県条例適用除外であるた
め、拡自治体の条例が適
用される
千葉市・船橋市・芝山町・
佐倉市・成田市・神埼町・
八街市・銚子市・東金市・
山武市・柏市・四街道市

土量に係わらず
下記の自治体ついては、
県条例適用除外であるた
め、拡自治体の条例が適
用される
さいたま市・川越市・桶川
市・毛呂山町・鳩山町

土量に係わらず
下記の自治体ついては、
県条例適用除外であるた
め、拡自治体の条例が適
用される
宇都宮市・大田原市・栃木
市・足利市・日光市・野木
町・佐野市

土量に係わらず

分析に基づく要項

３６項目
ダイオキシン類は含有の
み

３，０００ｍ3ごとに１カ所

千葉県環境生活部
廃棄物指導課残土対策室
ＴＥＬ　０４３－２２３－２６４
１

埼玉県環境部
産業廃棄物指導課
ＴＥＬ　０４８－８３０－３１３
３

栃木県環境森林部
廃棄物対策課一般廃棄物
ＴＥＬ　０２８－６２３－３１０
７

茨城県生活環境部
廃棄物対策課
ＴＥＬ　０２９－３０１－３０３
３


